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救援物資滞留問題の解決のために，サプライチェーンの視点から，その検討を試みた．まず河川の破堤 

による浸水深シミュレーションの結果をもとに，被災者の状況を 3パターンに大別し，パターンごとに対 

応するサプライチェーンが必要であることを述べる．また一次・二次拠点を統合した新たな構造のサプラ 

イチェーンについて提案する．更に法令改正により，同一府県で，府県と政令市が，並列的にサプライチ 

ェーンの運営を行うことから発生が予想される拠点運営に必要な諸資源の競合について，フォークリフト 

を例に検討した．そして競合を避けるために，府県と政令市及び資源を有する事業者が，具体的な内容を 

持つ広域協定を結ぶことを提案する．更にサプライチェーンが効果的に機能するために，その運営に関わ 

るすべての関係者の連携について提案する． 
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1. はじめに 

 

災害時の物資滞留問題は，いろいろな観点から検討さ

れている．しかし，それらは既存のサプライチェーンを

前提にしたうえで，物資滞留を引き起こした問題を個別

に検討し，またその対応策の提案をしている．本稿は，

救援物資が非被災者から被災者に届くまでのサプライチ

ェーンについて，まず，被災状況を分類し，それに対応

したサプライチェーンを提案するとともに，その構造を

再検討し，新たな構造のサプライチェーンを提案する．

そのうえで，サプライチェーンが物資滞留を引き起こす

ことなく機能するために，どのようなことが必要かを，

サプライチェーンの運営にかかわる関係者の連携の観点

から考える．第3章において，一級河川の破堤モデルか

ら，被災者のおかれた状況をパターン化し，そのパター

ンに対応した供給すべき物資とその供給方法の検討が必

要であることを示すとともに，その結果異なった構造を

持つ複数のサプライチェーンの用意が必要であることを

述べる．次に第4章では，その構造について検討し，あ

るべきサプライチェーンの提案を行う．第5章では，法

令改正により，サプライチェーン間に発生する，拠点運

営のための諸資源の調達の競合問題について，フォーク

リフトを例に，関係者間の協議について考える．また，

第6章では，物資滞留が生じないようにするため，サプ

ライチェーンの運営にかかわるすべての関係者の連携に

ついて考える． 

 

2. 物資滞留問題に関する先行研究 

 

物資滞留問題については，2011 年東日本大震災を受

けて多数の論文が発表された．花岡(2013)は, 2012 年

末までに出版された東日本大震災における論文，論説，

報告書を対象に論文(論文数 29)レビューを行った 1)．そ

して，ノードを，需要算定，在庫引当，作業管理の三つ

に，リンクを，配車と運行の二つに分け，それぞれの論

文，論説，報告書が指摘している問題点と今後の課題，

対策について整理を行っている． 

物資滞留問題を検討する場合，災害時の個別の問題の

分析・検討から対応策を検討するアプローチとは別に，

まず，あるべきサプライチェーンを検討し，検討された

サプライチェーンを踏まえたうえで，個別の問題の対応

策を考えるアプローチもある．秋川(2014)は，2011年東

日本大震災での物資滞留について，情報処理の観点から

調査し，下流からの情報を，上流側で充分に処理できな
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い結果を，その一因としている2)．中尾(2014)は，気仙

沼市での物資供給活動を調査し，民間事業者の参加を得

て，官民の適切な役割分担が確立されて以降，供給活動

の向上が図られたことを紹介するとともに，物資滞留問

題への対応には，上流からの改善が必要であるとしてい

る3)．サプライチェーンの構造の検討ではないが，サプ

ライチェーン全体のあり方やサプライチェーンの運営に

かかわる関係者の連携を検討するうえで参考になる． 

 

3. 被災者のおかれた状況に対応したサプライチ

ェーンの検討 

 

愛知県名古屋市の北部から西部を経て，伊勢湾に流れ

込む一級河川・庄内川がある．庄内川河川事務所は，こ

の庄内川の氾濫シミュレーション・プログラムを所有し

ている．このプログラムは、破堤地点を河口から 40km

地点まで、約 1km間隔で任意に設定し，各ケースにおい

て，1 辺 50m の各メッシュの 15 分毎の浸水深を計算す

ることができるようになっている．横松ら(2015)は，こ

のプログラムを用い，庄内川の破堤による各地点の浸水

状況を導き出し，備蓄物資のあり方について検討してい

る 4)．その内容は，まず破堤地点を複数個所設定し，そ

れぞれについて，破堤時点から 24 時間後までの浸水深

を求めた．次にシミュレーションの結果から，周辺避難

所の浸水状況を A，B，C，D，Eの 5タイプに分類をし

た（図 1）.タイプ Aと Bは、2日目以降も浸水が続き，

避難者は避難所に留まることになる．タイプ A の避難

所は 2 日目も 50cm 以上の浸水深があり，トラックなど

の陸路による輸送は不可能と考えられ，物資供給にはヘ

リコプターを用いることを想定している．タイプ C と

タイプ D の避難所は、破堤発生から 24 時間以内は浸水

被害が発生し，1 日目のみ避難者は避難所に留まる．タ

イプ E は全く浸水しない避難所である．このシミュレ

ーションでは，家屋の被災については触れていないが，

例えば，津波災害などの場合，C，D 及び E の状況の避

難者の中には，津波により住居が破壊され，避難所に留

まることを余儀なくされる人も出てくる．このような避

難所避難者にも物資の供給は必要である．更にライフラ

インが復旧していない場合は，自宅に戻った C，Dの状

況にあった被災者にも物資の供給が必要になる． 

従って A，Bの状況下にある避難者，ライフラインが

復旧していない C，Dの状況下の被災者，自宅に戻れな

い E の状況下の避難者すべてに支援が必要になる．Ａ，

Ｂの場合，生き残るために必要な最低限の物資を，輸送

可能な範囲で供給することになる．A の場合,トラック

輸送は不可能であり，ヘリコプターなど輸送手段が限ら

れ，それが可能な拠点が必要になる． C，Dの場合，避

難所避難者だけでなく自宅に戻った被災者も供給対象と

なるので，供給量は大量になる．供給される物資は，調

理不要な食料・乳幼児用ミルクや水，また簡易トイレ用

品や紙オムツなど品目は限定される．輸送手段に基本的

な制約はなく，トラック輸送が可能である．プッシュ型

で供給され，拠点では，通過型処理になる．E の場合，

道路インフラに問題はないうえ，ライフラインも回復し

ている．一方日常生活に必要な物を多く失っているため，

物資に対するニーズは広く，多様なものになる．このニ

ーズに対応するには，行政から供給される日々の食事や

限られた日用品だけでは不可能である．ここに個人や団

体から送られてくる多様な物資の意義がある．この支援

物資は異品種同梱である場合が多いので，それらを品目

ごとに整理し，いったん在庫登録した後，避難者の個別

ニーズに対応して供給される．プル型処理になる． 

また被災地全体でみれば，同時期に，Ａ～Ｅまでの状

況にある避難所・被災者が混在した状況になる．従って

同一被災地を対象に、前述の各ロジスティックスを同時

に運用する必要がある．３つのパターンの混在について

は，関東・東北豪雨（2015 年）で鬼怒川堤防が決壊し

た時、現地支援に入った NPOの現地報告(第一報 9月 11

日）も参考になる.「現在は各関係団体からの情報収集

に努めていますが，いずれにしても，水が引いてすぐに

でも掃除を開始したいところと，いまだ被害が進行中、

または水が引かず，手の付けられない状況のところがあ

るため，支援期間は長期化すると考えられます」と伝え

ている 5)。一定の地域内に異なる状況の被災が同時に存

在し、それぞれその状況に合わせた支援が必要になるこ

とがわかる.  

物資に対するニーズを考える場合，この状況が混在し

ていることを考慮する必要がある．被災地を一様に捉え

て，ある時点での物資ニーズを考えることは，被災地ニ

ーズの平均値を求めていることになり，ニーズの把握が

不充分になる恐れがある．また被災者の状況は時間の経

過とともに変化する．状況がA,Bの場合でも，やがて

C,DやEの状況になる．状況の変化とともに適用するサ

プライチェーンも変えなければならない． 

 

 

図1  避難所タイプ分類ルール 

第 59 回土木計画学研究発表会・講演集

 2



 

4. サプライチェーンの効率化に関する検討（政

府物資の場合） 

 

国（中央防災会議幹事会）は，南海トラフ地震におけ

るプッシュ型供給物資に関して，2015 年3 月「南海ト

ラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」

（以下「具体計画」）を公表した6)．そこで，支援物資

のサプライチェーン問題を検討するために，「具体計

画」に示された「国の供給物資」を取り上げ，検討を行

う．第3章の分類に従えば，C,Dの場合の物資供給になる． 

 

(1) 「具体計画」のサプライチェーン  

「具体計画」の概要は，以下の通りである． 

国（支援側）は、発災後，4 日目から 7 日目まで．

食料，粉ミルク，紙おむつ，毛布，携帯トイレの 6 

品目を，24 府県（受援側）が用意した広域物資輸送

拠点（以下 一次拠点）に供給する． 

府県は，市町村の地域内輸送拠点（以下 二次拠

点）別に物資を仕分けし，供給する． 

市町村は供給先別（主として避難所別）に仕分けした

後，物資を供給する． 

2017年 6月， 2品目(トイレットペーパー，生理用

品)追加され，8品目となった 7)． 

 

(2)  あるべきサプライチェーンの検討 

「具体計画」が示す供給経路は、国と地方自治体の関

係に沿ったものであるといえる．しかし物流の視点から

は見直すべき点がある。例えば都道府県の一次拠点から、

市町村の二次拠点を経由して避難所に物資を供給する経

路には、図 2に示すように一次拠点方向に戻る場合があ

る。この点について，伊藤ら(2017)は，2 拠点を経由す

ることが必要であるかを，輸送時間と拠点での作業時間

の 2点から検討を行っている．以下その概要を示す． 

検討は、供給対象府県の中で、もっとも大量に供給され

る愛知県を例にしている． 

 

 

図 2：二次拠点を経由するルート 

 

愛知県では、５つの一次拠点計画され、市町村が計画

する二次拠点を経由して 3,458（2012 年版）の避難所に

物資が供給される．そして，一次拠点から二次拠点まで

の輸送時間と二次拠点から避難所までの輸送時間の合計

時間(以下 経由時間)を求め，また 5つの一次拠点ごと

に，それぞれから避難所へ直接供給する場合の輸送時間

(以下 直送時間)を求めている．その結果，例えば一次

拠点の一つである一宮総合運動場から供給される 18 の

市町村について、その時間を比較すると、経由時間の合

計は 455.6 時間となり、直送時間の合計は 347.6 時間と

なる．直送時間は経由時間の 76％程度となる。県全体

(5 拠点)では、602 時間（30％）直送時間が短くなる．

また拠点での積み替え作業には時間を要する。大型トラ

ック（10 t）1 台には，16 パレット積載でき、フォー

クリフトで積み降ろしする場合，それぞれ約 30 分必要

となる．1 パレット当り，1.9 分(30 分÷16 パレット)と

なる．小型トラック（4t，10 パレット積載）の場合、

積み込みに 1 台当たり 19 分(1,9分×10 パレット)必要

となる．二つの拠点を経由して物資を輸送すると輸送時

間が長くなるうえ、拠点での荷役時間も必要になる．こ

れらの点を考慮すれば、拠点を統合し，一つにするのが

効率的である．また被災した市町村が災害対応で業務が

急増していることや，東日本大震災時にみられた行政機

能の喪失状況を踏まえてプッシュ型支援が導入された経

緯を考えれば、市町村に二次拠点の運営を求めるべきで

はないと考える．そして市町村は，拠点廃止により業務

が軽減されるので，その時間を使い，物資供給を受ける

ために必要な避難者・避難所情報を収集し，都道府県災

害対策本部への伝達に専念することが，その役割となる

としている 8)．熊本地震(2016 年)で拠点を運営した事業

者の「各避難所に自治体等の責任者が配置可能であれば，

必要な物資数・避難人員数・年齢層などをタイムリーに

把握でき，物資の滞留が軽減できるのではないかと考え

る」という同趣旨の報告がある 9)．そして，拠点を統合

することで，市町村の枠組みにとらわれず，一次拠点と

避難所の直接の紐付けができるようになり，避難所と拠

点の最適な紐づけと、拠点の配置の最適化の検討が可能

になる．今後の課題である． 

5.  法令の変更に伴う新たな状況への対応の検討 

 

2018年３月法令が改正され，政令市は，災害対策基本

法と災害救助法に位置付けられた都道府県(以下 府県)

と同じ位置づけとなった10)．この考え方に従えば、二次

拠点となっている政令市の拠点を，一次拠点とするとい

うことであり，サプライチェーンは，府県と政令市でそ

れぞれ別個に運用することになる．従って同一府県内で，

運営主体が異なる複数のサプライチェーンが存在するこ

とになる (例えば，愛知県であれば，愛知県と名古屋市

のそれぞれのサプライチェーン)．これはフォークリフ
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トを含む拠点運営のための資源の分配に，府県と政令市

の間で競合が起きることを意味する．拠点を統合した場

合には，市町村でのフォークリフトの需要はなく、府県

と市町村の間で競合が起きることはない． 

 

(1)  競合の具体的事例 

愛知県と名古屋市を事例として検討する．また対象物

資は，供給初日(発災後４日目)の毛布と食料とする．供

給される物資(4日目～7日目)の総量とパレット枚数換算

数は表1のようになる11)． 

 

表1 愛知県に供給される物資総量とパレット換算数 

品目 支給数量 単位 パレット枚数 枚数の比率

毛布 1,370,000 枚 22,833 0.75

食料(アルファ化米) 13,176,000 食 6,588 0.22

粉ミルク 4,784 ｋｇ 30 0.00

オムツ(大人用) 146,000 枚 93 0.00

オムツ(小児用) 824,000 枚 205 0.01

携帯トイレ 9,530,000 枚 662 0.02

合計 30,411  

 

次に，愛知県(名古屋市分を除く)及び名古屋市それぞ

れについて，発災後4日目に供給される毛布と食料のパ

レット換算数を求めると表2のようになる． 

 

表2 4日目の物資供給数とパレット換算数 

供給品目 供給数(千) パレット枚数 パレット枚数計

愛知県への供給分 毛布 910 15,167

（除；名古屋市分） 食料 2,016 1,008 16,175

名古屋市への供給分 毛布 461 7,684

食料 1,116 558 8,242  

 

1パレットの荷役に1.9分必要であるので，愛知県の場

合、延べ約31千分(16,175枚×1.9分)の時間が必要にな

る．避難所への配布を４日目の昼頃まで(午前７時より

12時まで)の6時間(360分)の作業時間で終了させようと

すれば，フォークリフトを86台(31千分÷360分)調達す

る必要がある．そして荷降ろしと積み込みは別作業とな

るので．両作業を合わせれば172台必要になる．名古屋

市は8,242枚のパレットになり，88台(44台×2)のフォー

クリフトを用意する必要がある．両者合わせて260台の

フォークリフトとそのドライバー(以下 両者あわせて

フォークリフト)が必要になる． 

愛知県に限らず，府県や市町村は、フォークリフトな

どの機器を所有しないのが一般的であり，ドライバーを

含め，外部から一時的に調達することが必要になる．し

かも災害発生後，短時間に多数のフォークリフトを調達

しなければならない．自治体は，物資の取り扱いに関す

る協定を物流事業者や事業者の団体・協会と結んでいる。

愛知県は愛知県トラック協会と協定を結び、資機材の提

供が明記されている12)。名古屋市の場合、地域防災計画

において、愛知県トラック協会をあげている13)．このよ

うな場合，愛知県と名古屋市の双方から提供依頼を受け

た物流事業者は、災害発生に伴う急な依頼のため、必要

数を充分に確保できない場合が予想される．その場合，

確保した資機材を，県と市それぞれにどのように配分す

べきか，判断に迷うことになる．すなわち自治体ごとと

の単独の協定では対応が難しい．そのようなことを避け

るために工夫が必要になる． 

 

(2) 競合の回避 

そのためには，愛知県・名古屋市・物流事業者の 3

者は，個別の協定とは別に，配分方法について，あ

らかじめ協議をして 3 者協定を結んでおくことが必

要になる．複数の自治体を対象とする相互地域防災

計画の策定については、災害対策基本法 43,44 にお

いても規定されている 14)．資機材や各種要員確保問

題への対応も、それに含まれると考える．  

しかもその内容は具体的でなくてはならない．西脇ら

(2018)は，熊本地震時の物資供給の混乱について，行政

や熊本県トラック協会等の関係機関にヒヤリング調査を

実施した．そして，物資の荷役や運搬に協力するという

程度の内容の協定では，実際に災害が発生した時には，

充分に機能しない恐れがあるので，協定締結時に支援の

内容，指揮系統，業務のフローなどについて，具体的に

合意しておく必要があることを述べている15)．熊本県ト

ラック協会は、協定に記載が必要な項目として「輸送車

両，フォークリフト，フォークリフトオペレーター，パ

レット等」を挙げるとともに，次のように報告している．

①4月16日 初動時にはフォークリフトがなく，パレッ

トで輸送された物資も，大勢の職員，自衛隊，ボランテ

ィアなどの人手だけで，バラで荷降ろし作業がおこなわ

れ，次々にやってくる支援物資に円滑な対応ができなく

なっていた．そして周辺には，50台以上のトラックが待

機し，荷降ろしの順番を待っている状況であった．②4

月18日 協会は，フォークリフト，ロールボックスパレ

ット，11型パレット，ハンドリフトを手配した．この結

果，荷役作業が大幅に改善され，スタッフの体力の消耗

や周辺に待機していた車両渋滞が解消した (筆者要約) 

16）．パレットの利用は必須である．また愛知県倉庫協

会との懇談の場(2018年6月13日)において，協会会員事

業者より，「協定は結んでいるが，具体的に何をするの

かがわからない」という意見を研究者に寄せられないて

いる．  

拠点運営にかかわるのは，物流事業者だけではない．

拠点内でトラックなどの通行を整理する要員を派遣する

事業者，ICT活用のための機材の設営を委託する事業者

などもある．これらの事業者とも競合が起きないよう，

具体的な協定を締結しておくことが必要である． 
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6.  サプライチェーンに関わる関係者とその連携   

 

(1)  サプライチェーンに関わる関係者 

物資滞留が生じないようにするためには，拠点運営に

かかわる事業者のみならず，拠点に物資を送る側や，拠

点から物資を受け取る側の役割も重要である．フォーク

リフトを導入するには，物資を送る側は，標準的なパレ

ットに物資を載せて送ることを約束しなければならない．

「具体計画」の場合であれば，国である．物資を受け取

る市町村は，その必要数を災害対策本部に発信・連絡す

ることは勿論，避難所避難者に協力を求め，物資の受け

取り作業が短時間ですむよう準備することも，サプライ

チェーンの効率的運用には必要である． 

また研究者の参加も重要である．「具体計画」の場合，

国は一次拠点まで，府県は二次拠点まで，そして市町村

は避難所までを分担する．それが責任の範囲でもある．

従ってそれぞれは，担当部分の効率化の検討は可能であ

るが，担当しない部分についての効率化提案は，他者の

業務への干渉となる可能性があり，一般的には検討対象

外となりやすい．つまり部分最適は追及されても，拠点

統合などサプライチェーンの全体最適にかかわる検討は

難しい．ここに研究者の役割が存在する．また愛知県に

は3,295の避難所(2016年現在，名古屋市分も含む)があ

る．拠点を統合し，避難所に直接供給する体制を整える

ためには、3,295の避難所の物資供給に必要な情報を，

短時間で処理する必要がある．更に，一次拠点には，国

が発送した物資の品目・数量・到着予定時刻などの情報

も事前に届いている必要がある．事前の情報がない場合，

拠点側は，24時間待機を強いられる．熊本地震では，そ

のような事例が報告されている17)．これらのためには、

国・府県・市町村の担当者や物流事業者の考え方を取り

入れ，ICTを利用したシステムの構築が必要になる．こ

の検討・設計にも研究者はかかわる必要がある． 

 

(2)  連携の場の設定 

サプライチェーン上で，非被災地区と被災地区を結ぶ

重要な接点となる物資拠点の開設・運営は，府県や政令

市の責任である．従って前述したことについて議論し，

対応策を具体的にする場を設け，計画を具体化すること

は，府県や政令市の役割である．  

消防庁は，2006 年「地方公共団体における総合的な

危機管理体制の整備に関する検討会」を立上げ18)， 

2007年度に 「都道府県における総合的な危機管理体制

の整備」報告書を出している19)．その第2章「危機管理

事案に的確に対応するために都道府県が有すべき機能」

の中で，関係機関等との連携について，危機発生時と平

素に分け，どのようなことをすべきかを示している．事

業者等との連携に関しては，例えば，平素は，危機発生

時の復旧の優先順位等について調整しておくとしている．

また外部の専門家との連携に関しては，平素は，事案ご

とに，相談すべき専門家（大学等）とその連絡先を把握

し，危機発生時に助言を受けることが可能なよう調整し

ておくとしている． 更に，平素から，訓練や連絡会議

等を通じて，「顔の見える関係」を構築しておくことを

求めている． 

 

(3)  訓練の必要性 

内閣府は，平成30年度総合防災訓練大綱本文・別紙2 

(中央防災会議平成30年5月29日）において，地方公共団

体等における地震災害等対応訓練の実施事項8例を挙げ

ている．その中の一つの例として「物資の調達・輸送等

の訓練」を挙げ，物資供給事業者や運送事業者等の協力

による支援物資の調達・輸送訓練を求めている20) ．ま

た，北九州市は，物資の移動に特化した訓練を行ってい

る．その報告書によれば，①北九州市の11の関連部局，

物流事業者8社と福岡県トラック協会，九州地方整備局，

海上保安庁，福岡県警察（小倉北警察署），福岡北九州

高速道路公社，北九州市社会福祉協議会をメンバーとす

る「総合防災訓練の実施に係る連絡会」を設置している．

②訓練実施前に，災害想定， 訓練のタイムスケジュー

ルや実施内容， 施設・資器材・車両等の使用等につい

て，4回の協議をし，③訓練実施後には，事後検討会を

開催し，マニュアルの改訂も議論している 21)． 

物資の移動訓練を実施することで，災害時の拠点運営

で計画された数値が確実かどうか検証できる．検証結果

をもとに物資供給体制が見直される．訓練は，問題の発

見や対応策の検討に有効であり，その実施により，管理

のサイクルが回り，その精度が高まり，更に知見が蓄積

されていく．また訓練により適切な初動体制が確立でき

れば，救援物資供給作業の効率は大きく向上する22)． 

物資滞留問題への対応を考える場合，このように，サ

プライチェーンのいずれかの過程で運営に参加する関係

者すべてが協議に参加し，その役割と役割の繋がりを明

確に認識できるようにすることも重要である．これによ

り支援計画と受援計画が一連のものとして繋がるように

なる．しかしいずれの関係者の組織も，人事異動や組織

改編で担当者が変っていく．担当者が変ったことで，蓄

積された知見が埋没したり，顔の見える関係が消滅した

りすることを防がなければならない．そのためには，連

携の場としての会議体(「連携会議」)を制度化するとと

もに，定期的に協議や訓練を行うことが重要となる． 

 

7.   残された他のサプライチェーンの検討 

 

物資滞留問題に対応するため，物資供給のサプライチェ
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ーンの構造とその運営に関わる関係者の連携について検

討し提案をした．すなわち拠点を統合し，一次拠点のみ

にすること，府県と政令市及び拠点運営に必要な諸資源

提供事業者が一体となった協定を締結すること，またサ

プライチェーン全体の流れの中で，その運営に関わるす

べての関係者の連携と訓練の実施の必要性を述べた． 

残る 2種類のサプライチェーンについても稿を改めて

論じる．その場合でも，あるべきサプライチェーンや関

係者の連携に関する考え方は基本的には変わらないと考

えている．ただ孤立した避難所への物資供給は，物流事

業者では不可能であるので，公的機関（自衛隊や消防隊

など）の参加が不可欠であり，ライフラインが復旧した

避難所で避難生活をおくる被災者への物資供給では，個

人・団体から提供される多様な物資を取り扱うため，そ

の整理には，多数のボランティアの参加が不可欠になる．

社会福祉協議会や NPO との連携も必要になる．従って

これらの点を踏まえて，そのサプライチェーンを検討す

ることとなる． 
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